
令和６年度 

篠栗町職員採用試験 実施要領 

 

令和６年６月 17 日 

福 岡 県 篠 栗 町 

 

「人と人 人と自然がつながる 喜びのまち」 

を共に創る仲間を募集します 

 

 

受付期間  令和６年７月 １日（月曜日） 午前８時３０分 から 

           令和６年８月１６日（金曜日） 午後５時    まで 

 

一次試験  令和６年９月２２日（日曜日） 
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１．受付期間 

 令和 6年 7 月 1 日 （月） 午前 8 時 30 分 から 

 令和 6年 8 月 16 日（金） 午後 5 時    まで 

 

２．試験区分、仕事の内容及び採用予定人数 

試験区分 採用予定人数 職務の内容 

一般行政職 4 人程度 一般行政事務に従事 

保健師職 1 人程度 保健師の業務に従事 

 

３．受験資格 

試験区分 受験資格 

一般行政職 
平成 11 年 4 月 2日から平成 19年 4 月 1日までに生まれた人 

保健師職 
平成 11 年 4 月 2日から平成 15年 4 月 1日までに生まれた人で、 

保健師免許を有する人（令和 7 年 3 月 31 日までに免許取得見込みを含む） 

 

身体障害者手帳の交付を受けている人で、自力による通勤ができ、かつ介護なしに職務の遂行が

可能な人も受験できます。（試験時に車椅子をご使用の方は、座席について配慮しますので受験申込

み時に申出ください。） 

 

ただし、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

 １．日本国籍を有しない者 

 ２．地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する者 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるま

での者 

  ・篠栗町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 
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４．試験日時、試験種目及び試験会場 

 試験日時 試験種目 試験会場 

一次試験 

9 月 22 日（日） 

・試験受付  9:15～ 9:45 

・説明    9:45～10:00 

・試験   10:00～11:20 

職務基礎力試験 

（職務能力試験） 

（職務適応性検査） 

クリエイト篠栗 

２階 大会議室 

二次試験 
10 月中旬（予定） 

・日時は一次試験合格者に通知 
集団面接試験 篠栗町役場 

三次試験 
10 月下旬～11 月上旬（予定） 

・日時は二次試験合格者に通知 

個人面接試験 

作文試験 
篠栗町役場 

・クリエイト篠栗 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目 9 番 1号 

・篠栗町役場   福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目 1 番 1号 

 

（携行品）※全試験共通 

・受験票 

・筆記用具 

 

（注意） 

１．試験中は、計算・通信・辞書・翻訳機能が付いた腕時計及び携帯電話等の使用はできません。 

２．携帯電話を時計代わりに使用することは禁止します。 

３．感染症拡大防止や台風等の自然災害の影響による試験日程・会場変更など、緊急連絡については

篠栗町ホームページ及びメールでお知らせします。 

４．各試験会場は、JR 篠栗駅から徒歩 3 分です。役場駐車場の駐車台数には限りがありますので、

できる限り公共交通機関をご利用ください。やむを得ず車でお越しの際は、JR 篠栗駅北側にある

中央立体駐車場をご利用ください。（入庫から 1時間まで無料、5 時間まで 100 円） 
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５．試験の方法 

 試験種目 内容 試験時間 

一次試験 

職務能力試験 

論理的に思考する力、文章を正確に理解する

力、統計等の資料を分析する力、国内外の社会

情勢への理解等を確認するために基礎的な出題 

 

※基礎的な内容が出題されますので、特別な対

策や勉強は不要です。 

※「国内外の社会情勢への関心と理解等」の問

題では、公的部門の職員として必要な基礎知識

（社会常識や義務教育の中で学んだことなど）

や、ニュース等で報道された内容が出題されま

す。 

※公益財団法人 日本人事試験研究センターの

職務基礎力試験（BEST）による試験 

60 分 

（60 題） 

職務適応性検査 
公的部門の職員としての職務への適応性を、ポ

イントを絞って性格傾向の面からみる試験 

20 分 

（150 項目） 

二次試験 集団面接試験 

主に人物についての集団面接による試験 

※複数の受験者に対し複数の面接官が質疑を行

う形式により行います。 

60 分程度 

（1 グループ） 

三次試験 

個人面接試験 主に人物についての個別面接による試験 20 分程度 

作文試験 
課題に対する理解力及び文章表現力、構成力な

どについて作文による試験 
60 分 

 

試験（筆記試験及び面接）はすべて日本語による出題・質問とし、それに対する回答・応答もすべ

て日本語で行います。また、点字及び拡大文字による試験は行いません。 
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６．受験手続 

受験申込 

受付期間 

7 月 1 日（月）午前 8時 30 分から 8 月 16 日（金）午後 5時まで 

※期間中は 24 時間申請可能です。 

申込方法 

 

 

①篠栗町ホームページ「インターネット申込み」から行ってください。 

 左記二次元バーコードからもアクセスできます。 

※申込みには本人の顔写真が必要となります。予めご準備のうえ申込みを行

ってください。 

②申込み完了後、受付完了のお知らせメールが届きます。 

※申込みから 2時間経過しても上記②のメールが届かない場合は、総務課庶

務人事係にご連絡ください。（平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時） 

③申込み内容を確認後、電子文書発行のお知らせメールを送信します。 

※上記③のメールは 9月 6 日（金）までに送信します。 

④上記③のメールに記載されているURLから受験申込書及び受験票をダウンロ

ードし記載事項を確認してください。 

⑤受験票のみ印刷し、インターネット申込みの際に添付したものと同じ写真を

貼付けのうえ、一次試験に持参してください。 

 

※申込み内容に不備がある場合は、総務課庶務人事係から連絡します。 

※通信障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。 

※インターネットによる申込みが困難な場合は、総務課までお問い合わせください。 

※メールが届かない場合等、日中にご連絡することがありますので、申込みの際は日中に連絡が取

れる電話番号を入力してください。 

※申込み後、自動的に受付完了となるため入力内容の修正はできません。修正が必要な場合は総務

課までご連絡ください。 

※メールのドメイン指定受信を設定している場合は、「@logoform.st-japan.asp.lgwan.jp」、

「@town.sasaguri.lg.jp」からのメールを受信できるように設定を変更してください。 

 

【写真について】 

１．6 箇月以内に撮影したもので、本人と確認できるものを添付してください。（上半身、脱帽、正

面向き） 

２．写真の修整やフィルタ設定、スタンプ等の加工は一切しないでください。 

３．縦 4：横 3の比率のサイズに変更してください。 

４．ファイル形式は、gif、jpg、jpeg、png のみ添付可能です。 

５．ファイル名は「写真（氏名）」としてください。（例）写真（篠栗太郎）.jpg 
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７．合格者の発表 

区分 発表日 結果通知 合格者の受験番号の掲示場所 

一次試験合格者発表 10 月上旬 
合格者のみメールで

通知します。 

役場前告示板 

篠栗町ホームページ 
二次試験合格者発表 10 月中旬 

受験者全員にメール

で通知します。 

三次試験合格者発表 10 月下旬 
受験者全員にメール

で通知します。 

※電話での合否の問い合わせにはお答えしません。 

 

８．合格者の採用 

最終合格者は、試験職種ごとに採用候補者名簿に登載され、町長が登載された者の中から必要に

応じ、令和 7 年 4 月 1日以降成績順に採用者を決定します。（原則として採用日から 6 箇月間は条件

付き採用です。） 

 なお、採用候補者名簿の有効期限は、原則として合格決定の日から令和 8 年 3 月 31 日までです。 
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９．採用後の待遇・勤務条件 

（１）給与 

（令和 6年 4 月 1 日現在） 

職種 大学新卒 短大新卒 高校新卒 

一般行政職 

保健師職 
２０７，９７２円程度 １９２，７０８円程度 １８１，１５４円程度 

※上記の金額は、給料に地域手当（6％）を加算したものです。 

※上記金額を基準としますが、学歴や職歴等に応じて、一定の基準により給料が加算される場合が

あります。 

※この他に、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの条件

に応じて支給されます。ただし、これらの額は条例等の改正により変わる場合があります。 

 

（２）勤務時間 

  8 時 30 分～17 時（途中 45 分の休憩時間あり） 

  ※配属先や条例等の改正により変わる場合があります。 

 

（３）福利厚生 

  共済組合 ：短期給付（医療）、長期給付（年金）、福祉事業（貯金・貸付等） 

  健康管理 ：定期健康診断、歯科検診、産業医及び衛生委員会の設置 

  職員互助会：福利厚生に関する事業、相互扶助及び親睦を図るための各種事業 

 

（４）休日・休暇等 

  土・日曜日が週休日である他、祝日及び年末・年始が休日となります。 

年次休暇、病気休暇、特別休暇（連続休暇・結婚休暇・産前産後休暇・子の看護休暇等）の他、

育児休業等があります。 

特に年次休暇、育児休業については性別問わず積極的な取得を推奨しています。 

  ※休日については、配属先によって異なる場合があります。 

 

10.問い合わせ先 

 篠栗町役場 総務課 庶務人事係 

電 話：092-947-1112（直通） 

メール：shomu@town.sasaguri.lg.jp 

mailto:shomu@town.sasaguri.lg.jp

